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本日御議論いただきたいこと

 本日は、第２回次世代スマートメーター制度検討会において提示された、下記の４．から６．ま
での論点について御議論いただきたい。

第２回 次世代スマートメーター制度検討会
（2020年11月11日） 資料２



 一般送配電事業者や発電事業者、小売事業者等において、電力DXを通じた、レジリ
エンスの強化や再エネ大量導入・脱炭素化、系統全体の需給の安定化、需要家利
益の向上等、様々な便益が期待されている。これらに次世代スマートメーターが貢献す
ることが重要。

 レジリエンスの強化を目指す観点から、災害時等に、通電の有無等の停電状況を速やかに把握し、迅速かつ正
確な情報・データの提供・公開を行う。データを活用し、異常検知・復旧作業等の保安業務の効率化を行う。ま
た、大規模災害時等に、需要側に対しても、より高度な制御を行う手段を確保する。
日進月歩で脅威の高まるサイバー攻撃に対し、セキュリティレベルを不断に向上させる。

 再エネ大量導入・脱炭素化を目指す観点から、配電網の電圧等をより粒度の細かいメッシュ等で把握し、系統の
制御機器の追加設置計画等の高度化を実現する。（再エネ等が大量に接続する送配電網を安定的に運用す
るための、混雑管理や電圧制御等の運用の高度化が可能になる。また、設備増強だけでなく系統運用の柔軟対
応による、再エネ等の速やかな系統連系を実現する。）

 系統全体の需給の安定化を目指す観点から、発電事業者、小売事業者、アグリゲーターなどのBGに対して、その
需給調整（DR制御や蓄電池の運用なども含む）の高度化が可能となる粒度やタイミングで情報提供を行う。
また、需要家利益の向上を目指す観点から、必要な情報を公表する。

 送配電システム全体の効率化を目指す観点から、データを活用したメンテナンスや設備更新タイミングの最適化
（アセットマネジメント）を行う。

一般送配電事業者・配電事業者

第２回 次世代スマートメーター制度検討会
（2020年11月11日） 資料２
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１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）電力DXにより期待される便益（一般送配電事業者等）



 系統全体の需給の安定化を目指す観点から、電力取引市場、需給調整市場、インバランス料金等の価格シグ
ナルや、自社BGの発電実績、システム全体の需給状況も踏まえた電源運用を行う。例えば、30分同時同量に
間に合うタイミングでのデータ取得（例：15分値を５分以内に提供等）が可能になれば、電源や蓄電池の制御
などにより、運用の高度化を実現できる可能性がある。
とりわけ、2022年のインバランス料金制度の見直しやFIP制度の導入など、既に見えている制度変更への対応だ
けでなく、諸外国の動向等も踏まえ、将来を見据えたリスク管理や運用の高度化を実現する。

 発電システム全体の効率化を目指す観点から、データを活用したメンテナンスや設備更新タイミングの高度化（ア
セットマネジメント）や、燃料投下タイミング等の運用効率化を行う。

発電事業者（再エネ等の自然変動電源設置者を含む。）

 需要家利益の向上を目指す観点から、デジタル技術や他分野との協業等を通じ、非化石価値の取引やＰ２Ｐ
など、より需要家満足度の高い顧客サービスを提供する。

 系統全体の需給の安定化を目指す観点から、電力取引市場、需給調整市場、インバランス料金等の価格シグ
ナルや、自社BGの需要実績、システム全体の需給状況も踏まえたDR制御等も含めた需給管理の高度化を
行う。例えば、30分同時同量に間に合うタイミングでのデータ取得が可能になれば、DR制御等により、運用の高
度化が実現できる可能性がある。
とりわけ、2022年のインバランス料金制度の見直しやFIP制度の導入など、既に見えている制度変更への対応だ
けでなく、諸外国の動向等も踏まえ、将来を見据えたリスク管理や需給管理の高度化を実現する。

小売電気事業者

 系統全体の需給の安定化を目指す観点から、電力取引市場、需給調整市場、インバランス料金等の価格シグ
ナルや、データ活用等を通じて、再エネ等の自然変動電源と一般のインターネット回線等を通じたDR制御等を適
切に組み合わせるなど、システム全体の需給状況を踏まえた運用を行い、発電・小売事業者の需給運用を支援
する。

アグリゲーター

第２回 次世代スマートメーター制
度検討会（2020年11月11日）
資料２
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１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）電力DXにより期待される便益（発電・小売事業者等）
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 ユーティリティ産業全体システム効率化やエネルギー利用の高度化を目指す観点から、ガス・水道業界でスマート
メーター化が進展している現状や、緊急遮断機能等の必要性、電池駆動である等のガス・水道メーターの実態を
踏まえ、電気・ガス・水道メーターの通信プロトコルや、通信規格の統一化・標準化を進める。
また、ユーティリティデータを共通で管理することで、電気・ガス等のエネルギー利用の高度化や、これらのデータを組
み合わせることで、より高度な社会課題の解決等の取組に活用する。

ガス・水道事業者

 社会システム全体の効率化を目指す観点から、自治体や多様な業種の民間事業者等による社会課題の解決や
新たな価値創造を促進する電力データ活用プラットフォームを構築する。

（2022年の事業開始に向け、別の場で、現在詳細設計の検討中。今後、データ活用ニーズや次世代スマート
メーターの導入に応じて、その機能を拡張していく柔軟性を持つ形での検討が期待される。）

認定電気使用者情報利用者等協会（認定協会）

第２回 次世代スマートメーター制度検討会
（2020年11月11日） 資料２

１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）電力DXにより期待される便益（共同検針・データ活用等）
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１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）便益にスマートメーターが貢献できる役割（一般送配電事業者等）

第３回次世代スマートメーター制度検討会
（2020年12月15日）資料５● 一般送配電事業者・配電事業者

需要家の電気のライフライ
ンのレジリエンス強化
（需要家ごとの通電状況
の迅速な把握）

● Last Gasp 機能：停電する瞬間に、その旨を知らせる信号を送信

（計量器） Last Gasp 機能、 信号の送信を終えるまでの電池等 の搭載

（通信網） 信号を送信するためコンセントレーターへの電池 の搭載

※マルチホップの場合に限る。1:N通信の場合にはコンセントレーターへの電池は不要。

需要家の電気のライフライ
ンのレジリエンス強化、需
要家サービス向上
（大規模災害時における
負荷制限手段の確保）

● 遠隔アンペア制御：遠隔で電力使用量の上限値を変更

（計量器） 遠隔アンペア制御機能 の搭載

（通信・システム） 遠隔アンペア制御の信号の送信機能 の搭載

※ 高圧メーター等の仕様との比較検討を踏まえ、制御対象等実現方法の検討が必要。

● 電圧・無効電力値・高粒度データの取得：IT開閉器の補完的な役割
（計量器） 電圧・無効電力値の計量機能、電圧・有効電力・無効電力値を保存する

ためのメモリ の搭載
（例）有効電力、電圧、無効電力の5分値を7日間分保存できるメモリ

※ 同時同量用の有効電力値ほど高頻度なデータ送信は不要。必要に応じてデータが取得できることが重要。

再エネ大量導入下におけ
る需要家への電気の安定
供給の確保
（データに基づく系統の制
御機器の設置・運用）

＜意義＞ ＜スマートメーターが貢献できる役割（機能）＞

需要家サービスの向上
（多様なサービス分野との
連携強化、新たなサービス
の出現支援）

● データの活用：電気使用者情報利用者等協会を介した社会課題の解決

（その他） 各社のデータフォーマットの統一、電力データ活用プラットフォームの構築（構築中）
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１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）便益にスマートメーターが貢献できる役割（発電・小売事業者等）

● 発電・小売事業者・アグリゲーター

● データ提供の粒度、頻度、速度、到達率の向上

Aルートの品質向上 （次頁において評価）

Bルートの品質向上

現行：専用の受信機器を設置しなければ利用できない（Wi-SUN規格）

⇒発電、小売事業者等において、左記のように、需要家利便を向上させるようなサービスを拡大する観点から、現行

規格に加え、多くの電子端末に標準搭載されているWi-Fi規格の通信機能を搭載し、相対的に安価な受信機器や、

スマートフォンなどの身近なデバイスにより、1分値等のデータを取得・表示可能とすることが考えられるか。

⇒ただし、この場合、外壁を通過する際のWi-Fiデータの到達率や、徹底的なサイバーセキュリティ対策等の観点から検

討が必要。

● Bルートデータ欠損対策

（例）有効電力１分値を１時間分保存できるメモリ

価格シグナルへの
適切な応動によ
る需給の安定化
（需要側リソース
の調整能力の積
極活用）

＜意義＞ ＜スマートメーターが貢献できる役割（機能）＞

需要家への多様
なサービス提供
（需要家が参加
しやすい料金メ
ニューやサービスの
開発・提供）

第３回次世代スマートメーター制度検討会
（2020年12月15日）資料５
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システムコストの低減
（通信回線の統一化）

● スマートメーターネットワーク経由でのガス・水道メーターデータの受信

（例） Wi-Sun,U-BUS Air 等 規格のデータ受信機能 等

※この詳細について、各業界との間で要議論

● 受信データをスマートメーターネットワーク経由でガス・水道事業者に送信

（例） 1時間値を１日に１～６回の頻度で送信 等

※この詳細について、各業界との間で要議論

● ガス・水道事業者からの開閉栓指令をスマートメーターネットワーク経由でガス・水道メーター

に送信

※停電時の稼働要件や、通信品質など、この際の必要スペック等の詳細について、

各業界との間で要議論

● 上記以外に、スマートメーターが貢献できる役割はあるか

等

※なお、電気の供給エリアをまたいで事業を行うガス・水道事業者も存在するため、

電気のスマートメーターの仕様も全国で統一化することが必要。

＜意義＞ ＜スマートメーターが貢献できる役割（機能）＞

保安能力の向上（ガス）
（ガス漏れ時や災害時等
における緊急閉開栓）

LPGボンベ交換効率の向
上（LPガス）
（メーターデータによるガス
残量の監視）

需要予測精度の向上によ
るシステム効率化
（電気・ガス・水道データの
相互利用）

需要家サービスの向上
（引越時等の手続簡素
化）

● 共同検針

１．次世代スマートメーターの費用対便益について

（参考）便益にスマートメーターが貢献できる役割（共同検針）

第３回次世代スマートメーター制度検討会
（2020年12月15日）資料５
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１．次世代スマートメーターの費用対便益
と採用する仕様について

２．スマートメーターの仕様を検討する上
で考慮すべき論点について

３．スマートメーターの仕様の導入を踏ま
えた新たな検討課題について
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 次世代スマートメーターには、① レジリエンスの強化、② 再エネ大量導入・脱炭素化、系統全体
の需給の安定化、③ その他、需要家利益の向上 の推進意義があり、これらについて、導入等
の費用と便益を比較することにより、仕様を絞り込んでいくことが必要。

＜意義＞
＜スマートメーターが貢献できる役割（機能）＞

② 再エネ大量導入・脱炭素化、系統全体の需給の安定化
（Aルート関連）

③ その他、需要家利益の向上

（Bルート関連等）

１．次世代スマートメーターの費用対便益について

次世代スマートメーターの推進の意義と貢献が期待される役割

再エネ大量導入下における需要家への
電気の安定供給の確保

需要家サービスの向上
電力データの活用

※データフォーマットの統一・データ活用プラットフォーム構築等

価格シグナルへの適切な応動による需
給の安定化

需要家への多様なサービス提供
Bルートの品質向上、欠損対応

※Wi-Fiの搭載、Bルート向けとして有効電力1分値を計量器に60分保存

ガス・水道の共同検針によるシステムコス
トの低減、需要家サービス向上

スマートメーターネットワーク経由でのガス・水道メーターデータ等の送受信
※Wi-Sun、U-BUS Air等規格への対応等

電圧・無効電力値・高粒度データの取得・Aルートの品質向上

※有効電力、電圧、無効電力の5分値を7日間計量器に保存

※粒度5分値～30分値、頻度5分毎～30分毎、Cルート提供時間10分～60分以内での検討

需要家の電気のライフライン
のレジリエンス強化

Last Gasp機能の搭載
※必要に応じて、計量器・コンセントレーターへ蓄電池等の搭載

需要家の電気のライフラインのレジリエ
ンス強化・需要家サービス向上

遠隔アンペア制御機能の搭載
※遠隔で計量器（低圧）の電流値上限を変更することで設定値以上の利用を制限する機能

① レジリエンスの強化
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（参考）費用対便益検証結果（総括）

 次世代スマートメーター制度検討会において議論したユースケース等を踏まえ、三菱総合研究所
において、下記のとおり、意義や追加機能について、想定便益、想定費用の試算を行った。

第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料３（MRI資料）より一部抜粋
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（参考）次世代スマートメーターの費用について

 次世代スマートメーターの導入・維持費用等は、主に「①計量器（計量部通信部等）」、「②通
信（FAN/WAN等）」、「③システム（データ処理）」等に係る費用に分けられる。

① 計量器（計量部通信部等）に係る費用には、
- 計量器の検満期間が10年であり、基本的な計量器の交換費用は必ず発生する、
- 計量器の計測粒度を30分値から5分値に変更したり、有効電力量に加え電圧や無効電力を
計測したり、それらを記録するメモリを増強する費用は、通信やシステムに係る費用と比較すると
限定的である等の特徴がある。

② 通信（FAN/WAN等）、システム（データ処理）に係る費用は、
- データの通信量、通信回数の増加や、処理速度や通信信頼度の向上に応じて費用が増加する、
- 現行システムの増強で対応可能な範囲を超えると必要な費用が大幅に増加する等の特徴が
ある。

<低圧スマートメーターの概算費用について> 第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より一部抜粋
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１．次世代スマートメーターの費用対便益を踏まえた仕様の選択について

 三菱総合研究所において、次世代スマートメーターの費用対便益の分析が実施された
ところ。便益が費用を上回った、
- 停電の早期解消に資するLast Gasp機能、
- 計画停電回避に資する遠隔アンペア制御機能、
- 系統の電力損失削減に資する有効・無効電力・電圧等の５分値等の取得機能、
- Bルートの欠損対応のための１分値の60分間保存、
- 新たな電気取引を促す特定計量器データのMDMS等への結合機能
については、次世代仕様に採用することとしてはどうか。

 一方で、以下の仕様については、活用できるデータ量が多くなるほど、便益も大きくなる
が、データを取得するための費用も大きくなる。このため、本日は、下記について御議論
いただきたい。
論点1-① 15分市場への対応（現行の30分値の計測粒度の15分値化）
論点1-② 有効・電圧・無効電力値の５分値等の高粒度データの取得割合
論点1-③ 電圧等の高粒度データのリアルタイム取得割合・方法
論点1-④ 利便性の高いBルートデータ提供（Wi-FiでのBルート提供）
論点1-⑤ Last Gasp機能を活用するためのメーター等への電池の搭載



（参考）現行の低圧スマートメーターの仕様との比較

現行の
仕様

Aルート（取得頻度・通知時間）

（全データ）
30分毎 ・ 60分以内

次世代
の
仕様

計測粒度

30分値

計測粒度

５分値

１分値

瞬時値 ポーリング※、Bルートで取得可能

瞬時値

記録期間計測項目

有効電力量 45日間

記録期間計測項目

有効電力量
無効電力量

電圧

有効電力量 45日間

有効電力量

７日間

１時間

有効電力量
電圧

－

有効電力量
無効電力量

電圧
－

（全データ）30分毎 ・ 60分以内

Aルート（取得頻度・通知時間）

Aルート通信せず（Bルートのみ）

【論点1-②：取得割合】
（一定割合）５分値の取得

【論点1-③：取得割合・方法】
ポーリング等やBルートで取得

付随機能

・遠隔開閉
・遠隔アンペア制
御（一部）

付随機能

・遠隔開閉栓
・遠隔アンペア制
御

・Last Gasp
(【論点１-⑤】
Last Gaspのた
めの電池容量)

Bルート

Wi-Sun
PLC

Bルート

【論点1-
④：Bルー
ト方式】
Wi-Sun

PLC
Wi-Fi

：仕様変更なし ：仕様変更案 ：論点あり

【論点1-①】
原則30分値

15分コマへの対応
が必要になった場
合15分値に移行

 便益を上回ることが想定される機能について、下記の表のとおりに整理した。

※ 上位システムからの照会（ポーリング）により
スマートメーターのデータを取得する機能

14
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１-①．有効電力（15分値）の定期的（60分毎）な取得

 欧州では、需給調整市場等の取引単位を15分粒度に統一する動きがあり、これにより調整力市
場から当日市場へのシフトによる一般送配電事業者が確保する調整力の削減等の便益が想
定されている。

 一方、日本では需給調整市場等の取引単位を30分粒度から見直す議論は行われておらず、
スマートメーターで15分値を取得することによる便益は基本的には考えられない。ただし、将来的
には、再エネ等の導入拡大を受けて、15分粒度への見直しが行われる可能性も考えられる。

 15分粒度への見直しに備え、効率的なシステム対応を可能とするために、次世代の仕様におい
ては、下記の①～③のいずれかの実施について、引き続き検討することが必要ではないか。
① 15分値による取引を想定し45日間メーターに記録する
② ①に加え、そのデータを一般送配電事業者に送信する
③ ①、②に加え、そのデータを一般送配電事業者から小売事業者に提供する

※ 三菱総合研究所の試算では、①は50～
100億円、②は1,000～5,000億円、③は
約6,000億円の追加費用が必要。

第１回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年9月8日）資料3（MRI資料）より一部抜粋
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（参考）15分値対応における費用イメージ
第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料３（MRI資料）より一部抜粋
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１-②．有効電力・電圧・無効電力値の高粒度データの取得割合

 費用対便益を踏まえれば、電力損失削減、電圧適正運用、CO2排出量削減を進めるため、
有効電力・電圧・無効電力値の高粒度データ（5分値）を取得できる仕様を採用すること
が適当だと考えられる。

 しかしながら、実際の活用ニーズが高いエリアは再エネが普及した地域等であるなど、一定時
間内に全数を取得できるようにすることは過剰スペックと考えられる。このため、任意の対象を
選択して、その対象のデータが取得できるような仕様とすることとしてはどうか。この際、データ
を取得する対象需要家数の割合（ヒストリカルデータを送信・処理するためのAルートの品
質等の向上）については、費用対便益が最適となるように引き続き検討することが必要で
はないか。
※ 三菱総合研究所の試算では、
① 10％の地域の高粒度データの取得に必要な追加費用は290～560億円、便益は1,250～1,720億円
② 全地域の高粒度データの取得に必要な追加費用は数千億円、便益は①+α とされている。
なお、このようなデータを必要とする再エネ等の導入が進んだ地域等が将来的にどの程度増加するか等の観点から見極めが必要。

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料３（MRI資料）より一部抜粋
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（参考）５分値データの取得割合と費用の関係性

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料３（MRI資料）より一部抜粋
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１-③．電圧等の高粒度データのリアルタイムでの取得割合・方法

 費用対便益を踏まえれば、配電支線等の末端など全需要家の数％の電圧値等を、リ
アルタイム又は数分遅れ、もしくはポーリング、アラート機能等により取得できるようにする
ことは、機能として搭載することが適当ではないか。

 ただし、対象需要家数の割合やデータの取得頻度については、費用対便益が最適と
なるように引き続き検討することが必要ではないか。

※ データの取得対象が数％に限られる場合は、通信やシステムへの影響は軽微だと考えられる。取得する対象データは有効電力量や無効
電力量、電圧値で良いか等、費用対便益を踏まえ検討が必要。

第２回次世代スマートメーター制度検討会WG
（2020年10月28日）資料2-2（中部電力）
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１-④．利便性の高いBルートデータ提供

 今後、ＶＰＰやＤＲ、エネマネなどの取組が拡大することを踏まえれば、需要家がスマー
トメーターデータに低廉かつ簡便、安定的にアクセスできることは重要。

 Wi-Fi機能の搭載は、需要家等にとってBルートの利便性向上に資すると考えられ、僅
かに便益が費用を上回ったが、現行の920MHz帯のWi-SunやPLCと比較し、電波強
度や利便性等がどの程度変化するかなど、引き続き、費用対便益や技術的観点等から
検討を行うことが必要ではないか。

第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料３（MRI資料）より一部抜粋
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１-⑤．Last Gasp機能を活用するためのメーターへの電池の搭載

 Last Gasp機能は停電後に使用するため、スマートメーター及び通信網（コンセント
レーター等）への電池の搭載が必要となる。電池の仕様は、採用する通信方式により
異なり、
- 1:N方式は、マルチホップよりも通信に多くの電力を消費する傾向があり、
- マルチホップ方式は、他のメーターのデータを転送する分だけ通信に要する時間が長く
なる傾向がある。また、メーターだけでなくコンセントレーター等にも電池の搭載が必要。

 それぞれの通信方式の特徴を踏まえながら、何分間から何時間程度の蓄電池を搭載す
ることが適当か検討を行うことが必要ではないか。

第1回スマートメーター仕様検討WG (2020年9月29日）
資料2-10（MRI資料）より一部抜粋
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(参考）海外でのLast Gasp 採用状況について
第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料３（MRI資料）
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１．次世代スマートメーターの費用対便益
と採用する仕様について

２．スマートメーターの仕様を検討する上
で考慮すべき事項について

３．スマートメーターの仕様の導入を踏ま
えた新たな検討課題について
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２．スマートメーターの仕様を検討する上で考慮すべき論点について

 次世代スマートメーターの仕様を検討する上で、費用対便益の試算は非常に重要な判
断材料であるが、その際に必要な費用についてはコスト効率化を進めることが必要。特に
計量器への機能追加に係る費用増加に比べ、通信やシステムに係る費用増加の割合
が大きくなる傾向があることから、合理的な通信方法やシステムの構築について検討す
ることが必要。

 また、第三世代のユースケースや海外の情勢、仕様変更（マイグレーション）に伴うコ
スト等を踏まえた選択が重要。

 このため、費用対便益に加え、下記の論点を併せて議論することが必要ではないか。また、
他に考慮すべき論点はあるか。

2-① 通信方式の最適な選択

2-② 第３世代のスマートメーターのユースケース

2-③ 海外のスマートメーターの仕様

2-④ 第１世代から第２世代へのマイグレーションの課題

 なお、本日の議論を踏まえ、一般送配電事業者においては、第５回次世代スマート
メーター制度検討会までに、費用について再試算を行うこととしてはどうか。
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２-①．通信方式の最適な選択と組み合わせ

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より再掲

 現状のスマートメーターシステムでも、多くの一般送配電事業者が、マルチホップ方式と１：N方
式のメリット・デメリットを踏まえて、最適な割合での通信網の構築を行っているところ。

 マルチホップ方式は、自社設備を活用することで、通信コストが安価である一方で、通信量を増
加させる際には設備増強が必要な場合があり、大幅に通信網を増強する際はエリア設計の見直
しが必要となる。

 １：N方式は、通信コストは通信事業者との契約に依存するものの、通信量の増加には比較的
柔軟に対応できるメリットがある。

 これらの特徴を踏まえつつ、一般送配電事業者においては、最適な通信方式の選択を行うことが
必要ではないか。

＜スマートメーターの通信方式の選択について＞
第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より一部抜粋

 現状のスマートメーターシステムでも、多くの一般送配電事業者が、マルチホップ方式と１：N方
式のメリット・デメリットを踏まえて、最適な割合での通信網の構築を行っているところ。

 マルチホップ方式は、自社設備を活用することで、通信コストを安価にできる一方で、通信量を増
加させる際に設備増強が必要な場合があり、大幅に通信網を増強する際は通信エリア設計の
見直しが必要となる。

 １：N方式は、通信コストは通信事業者との契約に依存するものの、通信量の増加には比較的
柔軟に対応できるメリットがある。

 これらの特徴を踏まえつつ、一般送配電事業者においては、最適な通信方式の検討・選択を行う
ことが必要ではないか。
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（参考）１：N方式におけるデータ量と通信料金の関係
第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料●(KDDI資料)より再掲 １：N方式の通信料金は、その通信が、通信設備の増強に与える影響との関連が高い。

スマートメーターのデータは、一般的なデータ通信と比べて通信量が小さいことから、設備影響は、
同時接続数の影響が最も大きく、次いで通信頻度、データ量の順と考えられる。

※ １：N方式は、同時接続数の制約が考えられるが、データ量や通信頻度の増加には比較的柔軟に対応できる可能性が高い。

※ マルチホップ方式は、同時接続数やデータ量等のニーズに対して、最適な設備構成になるように設計されている場合が多い。

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料1-3(KDDI資料)より一部抜粋
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（参考）１：Ｎ方式とマルチホップ方式のハイブリッド

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料1-3(KDDI資料) より一部抜粋

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料３(MRI資料) より一部抜粋

 １：N方式は通信キャリアのネットワークを活用し、広範囲なエリア展開が可能であるが、通信台
数（同時接続数）が通信コストに直結する。

 通信端末を集約して通信すれば、ネットワーク負荷を軽減することが可能となり、通信コストの
合理化が可能となると考えられる。
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２-②．第３世代のスマートメーターのユースケース

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より再掲

 次世代スマートメーターの仕様案では、第１世代と比べてデータ量が増加することが予
想されている。

 今後、配電網に再エネや蓄電池といった分散型リソースの導入が進んだ際に、配電網の
最適運用や系統全体の需給の安定化等を行うため、リアルタイム性の高い高頻度な
電力データの取得・活用ニーズが高まることも考えられる。

 次世代スマートメーターの仕様は、第３世代におけるユースケースも念頭に検討を行う
ことが重要ではないか。

＜配電網における分散エネルギーシステムの通信＞

第1回スマートメーター仕様検討ＷＧ
(2020年9月29日）資料3-6
（パナソニック資料）＜第３世代以降でのユースケースについて＞

第４回次世代スマートメーター
制度検討会（2021年1月28日）
資料３(MRI資料)より一部抜粋
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（参考）将来的なユースケース（需要家側リソースの制御）

第２回次世代スマートメーター制度検討会WG
（2020年10月28日）資料2-2（東京電力PG）
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２-③．海外のスマートメーターの仕様

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より再掲

 海外（欧州）のスマートメーターは、「EUにおける共通最小要件」の規定に基づき、計
測粒度が30分から15分に変更（高粒度化）する国が増加しているが、通知時間は
数時間～1日/1回等の国が多く、15分/1回等（高頻度化）は主流ではない。

 米国（一部）や英国、イタリア、オランダ等においては、停電の把握のためにLast 
Gasp機能を搭載している。また、欧州の複数国で、データへのアクセスを容易にする目
的でデータプラットフォームが設置されている。

 次世代スマートメーターの仕様の検討に当たっては、海外のスマートメーターシステムと
の整合や、海外展開の可能性も見据え、検討を行うことが重要ではないか。

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料１（MRI資料）より一部抜粋
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２-④．第１世代から第２世代へのマイグレーションの課題

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）より再掲

 次世代スマートメーターの仕様の検討に当たり、通信方式の変更等を行う場合は、現行
仕様からの移行方法（マイグレーション）の検討が必要である。

 一般的に、マルチホップから1:N、1:Nからマルチホップに移行する際は、既存の通信方
式を残しながら新しい通信方式を導入しなければならず、次世代仕様を導入する上で
追加費用が必要となる。

 これらの追加費用を加味した上で、次世代の仕様を検討することが必要であるが、効率
的なマイグレーション方法についても検討を行うことが重要ではないか。

＜マルチホップから1:Nへの移行例＞

現行のハイブリッド型による迂回通信機能

第３回次世代スマートメーター
制度検討会(2020年12月15日）
資料１（MRI資料）より
一部抜粋

第２回スマートメーター仕様
検討ワーキンググループ
(2020年10月28日）
資料3－2（九州電力送配電資料）
より一部抜粋
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１．次世代スマートメーターの費用対便益
と採用する仕様について

２．スマートメーターの仕様を検討する上
で考慮すべき事項について

３．スマートメーターの仕様の導入を踏ま
えた新たな検討課題について
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３．スマートメーターの仕様の導入を踏まえた新たな検討課題について

 次世代スマートメーターの仕様案を踏まえて、発電・特高・高圧のメーターの仕様の検
討や、計測粒度が変更になることを踏まえたメーターの表示桁数の追加、共同検針等
により外部接続機器が増加すること等を加味したサイバーセキュリティ対策など、下記の
論点についても併せて議論することが必要ではないか。また、他に検討すべき論点はある
か。

3-① 発電・特高・高圧のメーターの仕様

3-② メーターの表示桁数の拡張

3-③ サイバーセキュリティ対策

3-④ 特定計量制度に基づく計量器のデータの取扱い

3-⑤ 共同検針に関する仕様の統一化

3-⑥ データ提供に関する仕様の統一化等

3-⑦ オプトアウト制度の導入

3-⑧ 合理的な調達方法と導入仕様の活用
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３-①．発電・特高・高圧のメーターの仕様

 特高・高圧の需要側メーターや発電側メーターは、スマートメーター（低圧の需要側）と
は仕様が異なる。次世代スマートメーターの仕様案を踏まえて、特高・高圧の需要側
メーターや発電側メーターの仕様について、見直すべき点はあるか。

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料2
（一般送配電事業者10者資料）
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３-②．メーターの表示桁数の追加

 メーターの表示桁数については、計測粒度が細分化（5分値）した場合、計量データ
桁数の拡張が必要になる。桁数を拡張した場合、表示機構の視認性、送信データの
桁数等についてどのように考えるべきか。

第1回スマートメーター仕様検討ワーキンググループ
(2020年9月29日）資料3-2（富士電機メーター資料）
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３-③．サイバーセキュリティ対策

 次世代スマートメーターに必要なサイバーセキュリティについて、サイバー・フィジカル・セ
キュリティ対策フレームワークや、セキュリティ・バイ・デザイン等の考え方も踏まえて、どのよ
うな対策が必要か。

第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料4（オプテージ資料）
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3－④. 特定計量制度に基づく計量器のデータの取扱いについて

 特定計量制度に基づく計量器（特例計量器）のデータをスマートメーターのMDMS
等に結合し、当該特例計量器の計量値とスマートメーター計量値との差分計量の計算
をMDMS等で行うことなどにより、利便性が高まり、新たな需要家サービスの創出につな
がることが期待される。

 ただし、特例計量器のデータ収集方法（共同検針などに使用が想定されるIoTルート
やインターネット経由での収集）やMDMS等にデータ結合する際の規定（データフォー
マットの統一、サイバーセキュリティ対策等）については、引き続き検討を行うことが必要
ではないか。

第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料３(MRI資料)より一部抜粋



38

3-⑤. 共同検針に関する共通仕様の統一化

 ガス事業や水道事業のメーターをスマートメーター化し、遠隔検針等を可能とすることは、
これらの事業にとってもメリットがあると考えられる。また、電力のスマートメーターと共同
で検針システムを運用することで、システム整備の合理化を図り、社会コストを低減する
メリットが考えられるところ。

 こうした連携を視野に、電気業界、都市ガス業界、LPガス業界、水道業界において、共
同検針に係る仕様の標準化が重要である。

※ ガス・水道事業者が、独自のニーズ等に基づき、電力とは別に検針システム等を整備することも想定されるが、電力メーターとの共同検針も選択
可能な仕様にしておくことが重要。

 現在、電力のスマートメーターにおいては、共同検針に係る仕様の標準化について、共
同検針IF会議で議論され、昨年末にニーズ調査が実施されたところ。

 ニーズ調査等を踏まえて、次世代スマートメーターが共同検針のために搭載すべき共通
仕様（検針粒度・頻度、制御コマンド、停電時対応のための電池の搭載等）につい
て、引き続き検討を行うことが必要ではないか。
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（参考）共同検針ＩＦ会議のニーズ調査を踏まえた方向性

 共同検針インターフェイス会議では、共通仕様の方向性について議論がなされている。

第４回次世代スマートメーター制度検討会
（2021年1月28日）資料２(共同検針IF事務局資料)
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（参考）データ提供の在り方について
第29回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年1月19日）資料５より一部改

（略）



41

3-⑥. データ提供に関する仕様の統一化等

 スマートメーターで取得する電力データは、停電状況の早期把握による災害の避難指示
や早期復旧、見守りサービス、新型コロナウイルスに係る自粛要請の効果分析といった、
新たな社会課題への対応に活用されることが期待されている。このような便益が期待され
ていることから、データ提供の際のAPIの仕様の統一化等は、費用対便益に関わらず引
き続き推進すべきではないか。

第29回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年1月19日）資料５
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３-⑦．オプトアウト制度の導入

 米国のいくつかの州では、健康被害やプライバシー問題などの懸念からスマートメーターの
設置を拒否する権利（オプトアウト）に関するポリシーが策定されている。

 オプトアウトを需要家が選択した場合、一般送配電事業者は検針等のコストが追加
で必要となる。追加のコスト負担については、オプトアウトを選択した需要家に求めるこ
ととしてはどうか。また、金額と開始時期について検討を行うことが必要ではないか。

第１回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年9月8日）資料3（MRI資料）より一部抜粋



43

３-⑧．合理的な調達方法と導入仕様の活用

 次世代スマートメーターの調達に当たっては、前項までの議論も踏まえ、各一般送配電
事業者が通信方式やシステム等について様々な観点から仕様の統一化や、効率化等
の検討を行い、調達を行うことが重要ではないか。

 また、各一般送配電事業者は、次世代スマートメーターの仕様案に盛り込まれた機能を
導入・活用することより、安定的・効率的な系統運用等を実現していくことが必要である。

第１回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年9月8日）資料3（MRI資料）より一部抜粋
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（参考）一般送配電事業者間で仕様が異なる例（一体型・ユニット型）
第３回次世代スマートメーター制度検討会
(2020年12月15日）資料１（MRI資料）
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（参考）データ提供の在り方について
第29回電力・ガス基本政策小委員会
（2021年1月19日）資料５より一部抜粋
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（参考）新しい託送料金制度について

第２回料金制度専門会合
（2020年9月14日）資料3より一部抜粋

 新しい託送料金制度（レベニューキャップ制度）では、一般送配電事業者が一定期
間ごとに収入上限について承認を受け、その範囲で柔軟に料金を設定できることとされ
ている。

 その際に、一般送配電事業者が達成すべき目標の設定、評価方法、インセンティブの
付与方法について議論されている。



47

（参考）スマートメーターの有効活用等 第４回料金制度専門会合
資料6（2020.11.30）


